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（１）処分を行う場合 

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置の届出及び施設の構造等の変更の届出があった場合で、第１２条の

４の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときに、届出を受理した日から６０日以内に限り処分を行う。 
 

（２）処分の内容、程度  
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更又は計画の廃止を命じず

る。 
 

 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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